
平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

三

五

六

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
三
五
六
号

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
ハ
サ
ッ
プ
（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
）
認
証
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
ハ
サ
ッ
プ
（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
）
認
証
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認

（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
現
在
、
�
牛
乳
、
山
羊
乳
、
脱
脂
乳
及
び
加

工
乳
、
�
ク
リ
ー
ム
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
無
糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
、
脱
脂
粉
乳
、
発
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲

料
、
�
清
涼
飲
料
水
、
�
食
肉
製
品
（
ハ
ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
ベ
ー
コ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
�

魚
肉
練
り
製
品
（
魚
肉
ハ
ム
、
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
鯨
肉
ベ
ー
コ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
�
容

器
包
装
詰
加
圧
加
熱
殺
菌
食
品
（
食
品
（
�
か
ら
�
ま
で
の
食
品
及
び
鯨
肉
製
品
（
鯨
肉
ベ
ー
コ
ン
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
気
密
性
の
あ
る
容
器
包
装
に
入
れ
、
密
封
し
た
後
、
加
圧
加
熱
殺
菌
し
た
も
の
を
い
う
。
）
の
製
造
又
は
加
工

を
行
っ
て
い
る
延
べ
五
百
六
十
四
の
施
設
が
承
認
を
受
け
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
の
規
模
は
承
認
を
受
け
る
た
め
の
要
件

と
は
な
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
食
品
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
が
、
諸
外
国
に
お
け
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
手
法
の
導
入
状
況
、
食
品
ご
と
の
リ
ス
ク
及
び
食
品
関
連
業
界
に
お
け
る
取
組
状

一



況
等
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

秋
田
県
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
同
県
は
平
成
十
二
年
度
に
開
始
し
た
「
高
度
な
衛
生
管
理
手
法
導
入
事
業
」

の
内
容
を
本
年
七
月
に
見
直
す
予
定
で
あ
る
が
、
見
直
し
の
内
容
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
、

地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
食
の
安
全
の
確
保
に
係
る
事
業
者
の
自
主
的
な
取
組
を
推
奨
す
る
制
度
を
設
け
る

こ
と
は
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
必
要
な
科
学
的
知
見
を
収
集
し
、
及
び
整
理
す
る
と
と
も
に
各
工
程
に

お
け
る
危
害
分
析
及
び
管
理
方
法
の
一
般
的
な
導
入
例
を
作
成
し
た
上
、
都
道
府
県
に
対
し
そ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
な

ど
の
技
術
的
支
援
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
地
域
に
お
け
る
食
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
よ
う
、

こ
れ
ら
の
技
術
的
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

一
定
種
類
の
食
品
に
つ
き
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
手
法
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
輸
入
の
条
件
と
し
て
い
る
欧
米
諸
国
が
一
定
程

二



度
の
水
準
に
達
し
た
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
証
制
度
し
か
認
め
な
い
方
針
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
地
方
公
共
団
体
が
今
後
創
設
す
る

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
証
制
度
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
得
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
証
制

度
を
創
設
す
る
こ
と
が
直
ち
に
当
該
食
品
の
輸
出
増
加
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
が
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
手
法
が
普
及
す
る
こ

と
は
消
費
者
の
信
頼
の
確
保
及
び
食
品
産
業
の
振
興
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
我
が
国
の
農
林
水
産
業
の
振
興
に

も
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
食
品
製
造
施
設
等
に
対
す
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
手
法
に
よ
る
衛
生
管
理
の
導

入
の
推
進
に
係
る
経
費
と
し
て
二
百
三
十
五
万
三
千
円
、
地
方
厚
生
局
に
お
け
る
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認
審
査
及

び
承
認
施
設
の
監
視
指
導
に
係
る
経
費
と
し
て
千
五
百
七
十
六
万
五
千
円
、
農
林
水
産
省
に
お
い
て
、
低
コ
ス
ト
導
入
手
法

構
築
等
及
び
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
責
任
者
・
指
導
者
養
成
研
修
等
の
実
施
等
に
係
る
経
費
と
し
て
一
億
八
千
五
百
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ

計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


